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第1章 総則

（適用）
第１条　本仕様書は、下松市上下水道局（以下「発注者」という。）が受託者に委託する水道料金及び下水道使用料等（以下「水道料金等」という。）の収納等に係る業務（以下「委託業務」という。）について、必要な事項を定める。

（委託の概要）
第２条　発注者の水道料金等委託業務を受託者に委託することにより、その分野における専門的な知識と技術を用いて、本市上下水道事業の効率的な運営に資するとともに、行政サービスの増進に寄与するため誠実に業務を遂行する。

（法令等の遵守）
第３条　受託者は委託業務の遂行に当たり、関係するすべての法令等を遵守しなければならない。

（業務の範囲）
第４条　委託業務の範囲は、次のとおりとする。但し委託業務のうち、法令等の規定により発注者が決定すべきものを除く。
（1）  検針業務（再調査業務を含む。）
（2）  収納整理業務
（3）  滞納整理業務（給水停止執行に伴う開閉栓業務を含む。）
（4）  窓口業務（来局者、電話等への対応及び料金等の収納取扱業務）
（5）  開始及び中止精算業務（止水栓開閉栓業務を含む。）
（6）  メーター管理業務
1 　メーターの入出庫及び保管管理（納品及び引取の発注業務を含む。）
2 　メーター取付、撤去及び取替（検定満期取替を含む。）
3 　メーター取付、撤去及び取替で必要な修理工事（修理費は別途精算）
4 　局検針個人メーターの管理
（7）  統計等業務
（8）  事務引継業務
（9）  （1）から（8）までの付帯業務


（委託の期間等）
第５条　委託業務の委託期間等は次のとおりとする。
（1）  業務開始日は令和７年４月１日とする。
（2）  委託業務の実施期間は業務開始日から令和１２年３月３１日までとする。
（3）  契約日から業務開始日の前日までの期間は委託準備期間とする。
（4）  委託料の支払は業務開始月分からとする。

（業務日及び業務時間）
第６条　業務日は、業務開始日から委託終了の日までの土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日（以下「祝日法による休日」という。）及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日を除く日とする（以下「営業日」という。）。
２　業務時間は、下松市上下水道局職員の始業時間から終業時間までとする。
３　受託者は、営業日外及び業務時間外であっても業務上必要があるとき等は柔軟に対応するものとする。なお、下松市上下水道局内で緊急対応以外の業務を行う場合は、あらかじめ発注者の許可を得なければならない。

（業務区域及び業務場所）
第７条　業務区域は、下松市水道事業等及び公共下水道事業の設置等に関する条例第３条の区域、及び発注者が指示する区域とする。
２　窓口業務等の事務作業は、下松市上下水道局庁舎において発注者の指定した場所で行うものとする。
３　下松市上下水道局３階の電算機室で業務を行う場合は、入室から退室まで発注者立会いの下で行うこととする。
４　新品及び取替、廃止となった水道メーターを保管し管理する場所は下松市上下水道局１階のメーター保管庫とする。

（経費負担）
第８条　委託業務にかかる経費負担は、別表１に定める。そのほか委託業務の実施に必要と認められるものについては双方協議のうえ定めるものとするが、緊急を要するときは発注者の指示によるものとする。
　
（物品等の貸与及び支給、管理）
第９条　発注者が受託者に貸与及び支給する物品等（以下「貸与物品」という。）は、別表１に定める。受託者は速やかに貸与物品が明記された受領書を発注者に提出するものとする。なお、発注者が必要と認めた場合、別表１以外の物品についても貸与及び支給を行う。
２　受託者は、貸与物品について、事故等ないよう細心の注意を払い取り扱うものとし、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
３　受託者は、貸与物品が故障等により正常に使用できないときは、直ちにその旨を発注者に報告しなければならない。
４　受託者の責めに帰すべき理由にて貸与物品に事故等が発生した場合は、直ちに受託者の負担にて復旧するものとする。但し、発注者がやむを得ない事情があると認めるときはこの限りではない。
５　受託者は、発注者より使用許可された物品等について、事故等ないよう細心の注意を払い取り扱うものとし、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

（委託料の支払）
第１０条　委託料の支払は業務開始日の翌月から委託業務終了の翌月までとし、委託準備期間中は支払わない。発注者は１か月毎に委託料総額を６０分の１とした額（端数が生じた場合は最終支払で調整するものとする。）を受託者に支払うものとする。ただし、途中で契約解除となった場合は、契約解除までの日数等により発注者の算定した額を支払って委託料の支払を終了するものとする。

（業務従事者）
第１１条　受託者は、自己の責任において、委託業務に従事する業務従事者を確保しなければならない。可能な限り地域雇用を図り、増員又は欠員の補充は、受託者が募集し採用するものとする。
２　受託者は、委託業務に従事する者（以下「業務従事者」という。）の名簿並びに組織体制名簿を発注者にあらかじめ届け出て配置する。また、業務従事者に異動が生じたときも同様とし、常時対応可能な体制をとらなければならない。
３　緊急連絡体制網を整備し、その名簿を発注者にあらかじめ届け出るものとする。緊急連絡体制に変更があったときも、同様とする。
４　受託者は、受託者の責務、法令等の遵守、接遇その他の委託業務に必要な事項について、業務従事者への研修を適宜実施するものとする。
５　業務従事者は、専任とし、他業務との兼任はできない。
６　業務従事者は、業務実施にあたり発注者の承認のもと統一した制服及び名札を着用すること。また、発注者の承認した顔写真付身分証明証を常時携帯し、使用者等から提示を求められたときはこれを提示しなければならない。
７　業務従事者は、使用者等から苦情がないよう細心の注意を払うこと。
８　受託者及び業務従事者において、公私を問わず社会的信用を失うおそれのある事案が発生した場合、受託者は発注者に速やかに報告し、指示を受けるものとする。
９　発注者は、業務従事者が委託業務の遂行上著しく不適格と認められるときは、受託者に対しその理由を明示して、交代を指示することができる。

（現金取扱責任者）
第１２条　受託者は、業務従事者の中から、水道料金等の収納または支出に係る現金取扱責任者を指定し、発注者に届け出なければならない。
２　現金取扱責任者は、現金の管理及び入金額との整合性を常に確認すること。

（業務統括責任者及び業務統括副責任者）
第１３条　受託者は、業務従事者の中から、業務の管理監督をするために業務統括責任者を１名、業務統括副責任者を１名選任し、氏名及び必要事項を事前に発注者に届け出なければならない。
２　業務統括責任者は、業務について過去に相当の経験を有し、業務実施にあたり十分な知識と判断力を備えたものであること。
３　業務統括責任者は発注者が受託者に対して変更を指示した場合を除き、委託業務期間中は原則として交代しないものとする。
４　業務統括責任者及び業務統括副責任者を交代する必要がある場合は、事前に発注者に届け出るものとし、受託者の責任において業務の引き継ぎを十分に行わせ、業務に支障をきたさないようにすること。
５　業務統括責任者は、委託業務全般について管理監督し、発注者に報告をすること。
６　業務統括責任者は、業務従事者を指揮監督し、規律の確保及び秩序の維持をすること。
７　業務統括副責任者は、業務統括責任者を補佐し、業務統括責任者が不在の場合はその代理を務めるものとする。

（領収日付印）
第１４条　受託者は、領収日付印を作成し、あらかじめ発注者に届けるものとする。領収日付印を変更するときも同様とする。
２　受託者は、領収日付印を現金取扱責任者に管理させるものとする。
３　受託者は、委託業務の終了又は契約解除により、領収日付印が必要なくなったときは、速やかに処分すること。

（業務使用印）
第１５条　受託者は、業務で使用する印鑑を、あらかじめ発注者に届け出るものとする。印鑑を変更するときも同様とする。

（業務計画書）
第１６条　受託者は、契約日から業務開始日までの委託準備期間の業務計画書を、発注者に提出しなければならない。

（業務の引継）
第１７条　受託者は、委託準備期間中に、発注者及び前期受託者から業務を引き継がなければならない。また、委託業務終了又は契約解除のときにおいては、発注者及び次期受託者へ責任をもって引き継がなければならない。
２　受託者は、円滑に業務を遂行できるよう、業務の全般にわたり遺漏なく引き継がなければならない。
３　業務の引き継ぎに要する費用は、受託者の負担とする。

（業務調整会議）
第１８条　発注者及び受託者は、毎月上旬に委託業務の実施に伴う業務予定等について、業務調整用の会議を行うものとする。また、発注者が必要と認めるときは臨時に会議を行うものとする。

（業務報告書）
第１９条　受託者は、委託業務に係る日報、月報等の発注者が指示する報告書を、期限までに提出しなければならない。

（業務検査）
第２０条　発注者は、委託業務について履行検査、及び必要書類提出の請求を随時行うことができるものとする。受託者は発注者に協力し、業務の状況及び保管状況等を説明し、必要な資料を速やかに提出するものとする。
２　発注者は、前項の規定の他、随時必要な資料の集計を、受託者に求めることができるものとする。受託者は、その請求があったときは発注者に協力し、業務の状況及び保管状況等を説明し、必要な書類を速やかに提出するものとする。

（秘密の保持）
第２１条　受託者は、委託業務の実施に際して知りえた事項を、第三者に一切漏らしてはならない。委託業務終了又は契約解除後においても同様とする。
２　受託者は、委託業務にかかる出力情報及び委託業務を履行するために用いたすべての資料等について、発注者の許可なく第三者に転写、複写、閲覧又は貸出等を行ってはならない。
３　受託者は委託業務終了または契約解除後は、発注者の指定により保管を要するとされた情報及び資料等を除いて、抹消、焼却又は切断等により再生使用不可能な状態により処分しなければならない。

（個人情報の保護）
第２２条　受託者は、委託業務の実施において、個人情報の保護に関する法律（平成１５年５月３０日法律第５７号）及び下松市個人情報保護法施行条例（令和４年１２月１２日条例第２２号）を遵守しなければならない。また、個人情報を取り扱うときは、個人の権利、利益を侵害することがないよう、適正に取り扱わなければならないものとし、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
（1）  受託者は、個人情報を他人に漏らしてはならない。委託業務終了又は契約解除後も同様とする。
（2）  受託者は、個人情報の漏えい、滅失、改ざん、毀損、その他の事故を防止するために必要な措置を講じ、個人情報の適正な管理に努めなければならない。
（3）  受託者は、個人情報取扱要領を作成して業務従事者に遵守を徹底させること。
（4）  受託者は、委託業務に必要な個人情報を収集するときは、その目的を明示し、その目的の達成に必要最小限度において行わなければならない。
（5） 受託者は、委託業務の目的以外に個人情報を利用し又は第三者に提供してはならない。
（6）  受託者は、発注者の承諾なく、委託業務に係る保有個人情報を複写又は複製してはならない。
（7）  ハンディ―ターミナル（以下「ＨＴ」という。）等の個人情報に係る資料等を、業務区域以外へ持ち出してはならない。
（8）  受託者は、個人情報の取り扱いについて事故があったときは、第２４条の規定に従い対処を行わなければならない。
（9）  受託者は、委託業務を実施するために取り扱う個人情報を使用する必要がなくなったときは、速やかにかつ確実にこれを破棄しなければならない。
（10）発注者が必要と認めるときは、受託者の個人情報取り扱い状況につい　て監査し、必要なら報告を求め、必要な指示をすることができるものとし、受託者はこれに応じなければならない。
（11）受託者は、委託業務を実施するために取り扱う個人情報を委託業務終了又は契約解除後速やかに発注者に返還しなければならない。

（使用者等の土地及び建物等への立入）
第２３条　受託者は、委託業務の実施にあたり、使用者等の土地または建物等に立ち入るときは、現地で目的を告げ、必要な範囲とするとともに言動に十分注意し、使用者等の誤解を招かないようにすること。

（事故発生時の対処）
第２４条　受託者は、委託業務に係る事故等が発生したときは、直ちにその状況を発注者に報告するとともに事故報告書を提出し、責任を持って対応しなければならない。
（1） 領収書及び領収印の紛失等
（2） 業務従事者証の紛失及び毀損等
（3） 交通事故等
（4） 本業務に関するデータ及び関連文書等の紛失及び滅失、毀損、漏洩等
（5） その他必要があると認めるもの
（6） （1）～（5）については発注者と協議の上、処理しなければならない。ただし、緊急に処理の必要があるものは、受託者の責任において初動の処理を講じることができる

（再委託の取扱）
第２５条　受託者は、委託業務を一括して第三者に委任し又は請け負わせてはならない。
２　受託者は、委託業務の一部を第三者に請け負わせるときは、あらかじめ書面による発注者の承諾を得なければならない。

（遵守事項）
第２６条　受託者は、以下の項目についても遵守し、収納及びサービスの向上に努めなければならない。
（1）  受託者は、数値にて表すことが可能な業務については、発注者との協議にて収納率や未収額等で数値目標を設定すること。
（2）  受託者及び業務従事者の業務遂行において、発注者が改善を必要とする判断に至った場合には、発注者が業務統括責任者に対して内容を明示し、受託者は速やかに改善等に努めなければならない。
（3）  受託者は、発注者から情報提供を求められたときは速やかにそれに応じ協力すること。

（契約の解除）
第２７条　受託者が本仕様書に違反した事項が発覚した場合及び関係法令に違反した場合、発注者は当該契約を一方的に解除することができるものとする。
２　前項の規定により契約を解除した場合、受託者に損害が発生しても、発注者にその損害を請求できないものとする。

（資料の帰属）
第２８条　委託業務に基づいて作成された資料は、発注者に帰属するものとし、本業務終了又は契約解除時に遅滞なく、すべての資料を発注者に提出しなくてはならない。なお、発注者より処分の指示があったものは、適切な方法により処分すること。

（貸与物品等の返納）
第２９条　受託者は、委託業務終了又は契約解除後に遅滞なく貸与及び交付を受けた物品および帳簿等を、発注者に返納しなければならない。

（履行業務）
第３０条　受託者は、この仕様書に明示されていない事項でも、業務の性質上必要なものは、受託者の負担で履行しなければならない。

（疑義の協議）
第３１条　本仕様書に明示されない事項、内容に相互符号しない事項及び業務中における疑義等の解釈については、双方協議し定めるものとする。但し、業務上必要と認められる軽微なものについては、発注者の指示に従うものとする。





第2章 委託業務の内容及び実施方法等の概要

第1節 検針業務
（検針業務の内容）
第３２条　検針業務は、上下水道事業における市民サービスの第一線であり、水道料金等の算定基準となる使用水量を計量する重要な業務であることを認識し、細心の注意を払い検針するよう次のことを心掛けること。なお、検針対象は水道メーター及び下水道用メーターとする。
（1）  検針は、誤検針のないよう正確かつ能率的に行うこと。
（2）  お客様への対応や言葉遣いは、親切丁寧であること。
（3）  器物等を破損しないように注意すること。
２　ハンディーターミナル
（1）  検針は、発注者の貸与したＨＴを使用して行うこと。
（2）  検針データ作成については、電算処理日程に従い作成し、ＨＴに取り込み、検針を実施すること。
（3）  未調定一覧を作成し、調定漏れのないようにすること。
（4）  使用者等から検針票の再発行の依頼があった場合は、再発行して請求先へ郵送すること。
（5）  新規検針分は、所在地及び地図により検針場所を確認して検針すること。
（6）  下水道用メーターに関してはＨＴにデータが存在しないため、検針時に水量を記録し、料金システムに入力すること。
３　検針及び調査の期間
（1）  検針区域
検針は、東地区（奇数月検針）と西地区（偶数月検針）とに区分し、実施すること。
（2）  検針期間
検針日は、原則として検針月の２５日から翌月の５日迄の日の出から日没までの時間帯とすること。期間中であっても検針対象者の使用期間に長短が生じないように心掛けて検針をすること。ただし、検針対象者と調整を行ったときはこの限りではない。
（3）  調査期間
調査期間は、調定確定日の前営業日までとすること。
（4）  調査を要する内容
1 　未検針の場合
2 　無届使用者
3 　過大水量
4 　過小水量
5 　調定確定前の減免措置にかかるもの
6 　検針票が投函できなかったもの
7 　使用水量が３期連続で０㎥のもの
8 　メーター異常のもの
9 　その他調査が必要と認められるもの
４　現地検針の手引き
（1） ＨＴによる検針
メーター番号を確認し、指示数を入力すること。なお、メーター指針は下読み（小数点以下は切捨て。）とし、漏水の有無を確認するため、パイロットを５秒以上凝視すること。また、ＨＴで使用水量・料金のお知らせ（以下「検針票」という。）が出力設定となっている場合は出力を行い、記載されている金額が妥当なものであることを確認し、これを現地の使用者等の郵便受け等に投函すること。なお、無人の施設やマンション等の場合で、検針票を別の場所へ持参する必要がある場合は、これに対応すること。
（2） 検針不能の場合
1 　不在、積み荷等で検針ができないときは、投函、電話連絡等により使用者等と連絡を行い、再度訪問すること。
2 　調査期間中に検針が困難な場合又はメーター故障等により使用水量を認定水量とする場合は、調定前使用水量認定伺を作成して発注者に提出し、その決裁を受けて使用水量を認定すること。又、使用者等に認定水量についての連絡をすること。
3 　リモートメーターは遠隔表示盤で検針を行うが、遠隔表示盤の表示に異常が認められた場合はメーター本体で検針すること。
4 　スマートメーターは通信機能を用いて検針を行うが、指針に異常が認められた場合はメーター本体で検針すること。
5 　鍵等により検針が困難な場合でも、３期に１度は検針を実施すること。
6 　調定前使用水量認定伺は、まとめて保管すること。

（3） ＨＴでの異常水量の確認
1 　使用水量の増大を確認したときは、使用者に対し水量増大の原因を尋ねること。
2 　使用水量の減少を確認したときは、可能な範囲で使用者に水量減少の原因を尋ね、必要に応じて通水確認を行うこと。不在の場合は再度訪問し、メーターが正常に作動することを確認すること。
3 　漏水による使用水量の増大を確認したときは、その旨を使用者等に連絡するとともに下松市指定給水装置工事事業者（以下「指定業者」という。）に修理依頼するように伝えること。また、使用者等が指定業者の連絡先等についてわからない場合は、下松市給水装置工事事業者一覧表（以下「業者一覧」という。）を配布すること。
4 　不在者宅が漏水等の場合は、投函、電話連絡等により使用者等に通知すること。
5 　集合住宅等で親メーターと子メーターがある場合は、同日に両方を検針すること。順序は先にすべての子メーターを検針し、その後で親メーターを検針すること。なお、集中検針は通常集中検針盤で行うが、表示が正常に出ない場合は各戸設置のメーター本体で検針すること。
（4） 検針箇所への入場
1 　工場等への入場で許可証が必要な場合は、あらかじめ担当者を定めて許可証を準備する。その他入場に際して手続きが必要な場合、手続きを行って入場し、入場箇所の規則に従ってすみやかに検針を行うこと。
2 　検針箇所までにセキュリティドア、鍵のかかったドア等があるものについては、暗証番号、鍵又は管理人等への届出によって入場し、すみやかに検針を行うこと。
3 　鍵は必要な時にだけ持ち出しを行い、紛失しないよう管理を怠らないこと。また、暗証番号の漏えい、鍵の譲渡、紛失又は必要業務以外での使用が無いよう徹底すること。
（5） 検針障害への対応
1 　倉庫等の建築、門扉の施錠等により検針に支障をきたす場合は、使用者等に通知するとともに調査を行うこと。また、発注者に報告し、対応を協議すること。
2 　メーターの不進行、逆付け、凍結等により検針に異常が生じている場合は、速やかにメーター取替を行うこと。また、メーター取替後は、検針結果に支障が出ないよう適切に処理すること。
（6） 給水装置変更報告
検針付帯業務として、メーターの設置場所移動、メーター取替が困難な違法工事、メーター周りの異常等を発見した場合は発注者に報告すること。
５　中止中メーターの対応
（1） 中止中メーターの検針
メーターが設置されている場合は、検針すること。
（2） 中止中メーターの水量計測
1 　中止中メーターで水量が計測された場合は、再度指示数及びパイロットが静止しているかを確認すること。
2 　入居中の場合、給水開始申込みの届出をしてもらうこと。不在時は投函等により使用者に通知するとともに、建物の所有者、管理会社等への調査も行うこと。
3 　未入居の場合は、建物の所有者、管理会社等現場で確認できる事項を調査すること。
4 　中止中漏水や蛇口等の閉め忘れ等の可能性もあるため、使用水量増大調査と同様の調査を実施すること。検針時に漏水の著しい場合は止水栓によって止水し、使用者等に通知すること。
６　調定前減免
検針時及び調査時に漏水が判明した使用者等が、修理を完了したときは、原則として水道料金・下水道使用料減免申請書兼工事証明書（以下「減免申請書」という。）の提出を受け、当該期の検針使用水量を水道料金の減免に関する基準（以下「減免基準」という。）に基づいて漏水減額すること。
（1）  減免基準に基づき調定前減免伺を作成し、減免申請書を添えて発注者に提出すること。また、発注者の承認後、料金システムでの減額処理をすること。
（2）  発注者から提出された調定前減免伺について、料金システムでの減額処理をすること。
（3）  調定前減免処理は、調定確定日の前営業日までに発注者の承認を得て料金システムでの入力更正ができるものについて行うこと。なお、調定確定日以降となるものについては、第３３条第１０項第２号の調定後減免とする。
（4）  調定前減免伺はまとめて保管すること。
７　調定確定
調定確定日の前営業日までに調査を完了し、料金システム未確定データへの入力及び修正処理を行うこと。調定確定日に料金システムで調定確定の処理を行うこと。
８　苦情処理
（1） 使用者等からの苦情には、誠意をもって対応すること。
（2） メーター本体への苦情については、発注者に連絡し対応を協議すること。
９　検針順路図の作成および管理
（1）  料金システム及び地図システムを利用して検針区ごとの検針順路図を作成し、管理すること。
（2）  現地とメーター位置、止水栓位置等の不一致が判明した場合は、発注者に報告し、地図システムの精度向上に協力すること。
１０　下水道使用水量
下水道使用水量で認定及び更正処理等が必要なものについては、下水道使用水量用メーターの検針及び使用者等からの報告等により算定し、発注者に報告すること。また、調定確定日前日までに、料金システムの更正処理等を行うこと。

第2節 収納整理業務

（納付制事務の業務内容）
第３３条　納付制事務とは、料金の納入義務者に、水道料金・下水道使用料納入通知書（以下「納入通知書」という。）を送付し、これを用いて納期限までに出納取扱金融機関、収納取扱金融機関、郵便局、ゆうちょ銀行、コンビニエンスストア、下松市役所各出張所又は下松市上下水道局、もしくはアプリ決済で納入させる事務をいう。
２　納入通知書の発行及び送付
納入通知書（通常）、納入通知書（督促）は印刷した翌日にまとめて発送を行うこと。
郵便局に連絡し、上下水道局での郵便局への引き渡しを原則とする。
３　納入通知書の再発行
使用者等から納入通知書の亡失又は損傷による再発行の申し出があったときは、直ちに納入通知書を再発行し送付すること。
４　上下水道局入金
上下水道局で納入通知書により入金のあったものは、当日の１５時迄に納入通知書と支払いのあった現金を照合確認し、市金庫（下松市役所１階）に持参して水道事業会計又は下水道事業会計等への入金処理をする。以降の時間で上下水道局に入金のあったものについては、受託者が金庫で保管し、市金庫の翌営業日に合わせて持参する。
５　収納整理
　　納入通知書の消込み
（1）  出納取扱金融機関から納入通知書を受け取った場合は、ＯＣＲ又はバーコードリーダーにより消込及び手入力を行い、総額の照合確認をすること。
（2）  仮消込については必要に応じて行うこと。
６　東洋鋼鈑株式会社の処理
東洋鋼鈑株式会社については料金システム上にデータが存在しないため、毎月個別に水道料金・下水道使用料についてのお知らせ（以下「口座入金願い」という。）の作成送付、口座振替依頼書の作成及び水道料金・下水道使用料口座振替済通知書（以下「振替済通知書」という。）の作成送付を行い、口座振替依頼書についてはまとめて保管すること。また、口座振替依頼書に記載されている金額を収納日の収納日計表に加算処理すること。
７　コンビニ及びアプリ決済入金
（1）  コンビニ及びアプリ決済データ受信端末によりデータの受信を行い、受信データを料金システムへ転送すること。
（2）  コンビニ収納及びアプリ決済の入金処理に伴う取込及び消込を行うこと。
（3）  コンビニ収納及びアプリ決済に伴う手数料の算出・集計を行い、支払用の内訳書を作成すること。
８　過誤納金
過誤納金が発生した時には、原則として充当処理を行い、充当できないものについては還付すること。また、充当通知書又は還付通知書によって使用者等に連絡すること。
９　後納郵便等の整理
（1）  郵送する郵便物については、種別地区別等に分類し、後納郵便物差出票を作成すること。
（2）  郵便局に連絡し、上下水道局１階で郵便物の受け渡し及び発送の手続きをすること。また、郵便物は必要に応じて郵便局に持参すること。
（3）  発送した納品書、差出票及び取扱い控を発注者に引き継ぐこと。
１０　調定更正処理
減免申請書の提出を受け、調定確定した料金について減免処理を行うときは、減免基準に従って料金の減免処理を行うこと。また、確定した調定の更正が必要なときは水道料金・下水道使用料調定更正伺（以下「調定更正伺」という。）を作成し、更正処理を行うこと。
（1）  調定更正
1 　誤針等で確定した調定の更正が必要なときは、調定更正伺を発注者に提出し、承認後に更正処理を行うこと。
2 　料金システムで調定更正処理を行い、必要に応じて使用者等への通知をすること。
3 　調定更正伺はまとめて保管すること。また、料金システムの調定更正画面コピーを出力し保管すること。
（2）  調定後減免
1 　減免申請書の提出を受け、水量料金・下水道使用料減免伺（以下「減免伺」という。）を作成し、合わせて発注者に報告し、承認されたものを減免処理すること。
2 　料金システムで減免処理を行い、必要に応じて使用者等への通知をすること。
3 　減免申請書及び減免伺は合わせて保管すること。また、料金システムの減免処理の調定変更画面コピーを出力し保管すること。
１１　現地集金
障がい者及び高齢者等、必要に応じて適切に行うこと。一覧表にしてまとめ、保管すること。
１２　発送者に返還された郵便物
納入通知書等の郵便物が使用者等に届かなかった場合は、現地調査等を行い、解消に努めること。

（口座制事務の業務内容）
第３４条　口座制事務とは、金融機関に預金口座を設けている料金等の納入義務者が、金融機関と口座振替による納入契約を結んだ場合に、口座振替依頼書により作成した口座振替請求データ等によって、振替日に当該納入義務者が指定した預金口座から当該振替金を引出し、出納取扱金融機関に設けられた発注者の預金口座に振り込ませる事務をいう。
２　口座振替依頼書・自動払込利用申込書の様式
取扱金融機関用、上下水道局用、お客様用の３部複写のもので、出納取扱金融機関等の下松市内の支店に常備している。取扱金融機関の様式による場合は、水栓番号の確認がとれることを条件として取り扱う。
３　口座振替依頼書・自動払込利用申込書の処理
（1）  口座振替依頼書・自動払込利用申込書の送付
使用者等から口座振替依頼書・自動払込利用申込書の送付依頼があった場合、口座振替依頼書・自動払込利用申込書に記入例を添付して、発注者の封筒で依頼場所に送付する。
（2）  使用者等が発注者又は受託者に提出する場合
記載事項を確認後、複写し、原本を金融機関に送付すること。料金システムへの入力は金融機関による口座確認がとれた後（上下水道局用控が金融機関から返送された後）に行う。
４　基本情報の入力
料金システムに次のとおり入力すること。
（1）  口座振替の開始月となる払込開始年月を確認し入力すること。
（2）  徴収区分、金融機関、店舗名、預金種別、口座番号、口座名義人を入力すること。
（3）  当該水栓番号の請求先が口座振替依頼書・自動払込利用申込書と異なる場合、請求先を確認し、必要に応じて請求先住所、料金のお知らせの方法等を変更すること。
５　口座振替依頼書・自動払込利用申込書の保管
（1）  口座振替依頼書・自動払込利用申込書の上下水道局用は、東西地区別に日付順で綴り、年度別に保管すること。
（2）  使用者等が発注者又は受託者に提出した口座振替依頼書・自動払込利用申込書の複写は、口座振替依頼書・自動払込利用申込書の上下水道局用が金融機関から提出されるまで保管すること。
６　口座振替請求書の送付
水道料金・下水道使用料納入通知書の請求内容を記載した記録媒体をもって口座振替請求書に代えること。
受託者は、電算処理日程に従い口座振替記録媒体を金融機関ごとに作成し、金融機関用口座振替依頼書を添付して金融機関に直接持参すること。金融機関は振替後、記録媒体及び振替不能一覧表を受託者に返送する。
なお、インターネット等を利用し、電子データを送受信する場合は、その方法によること。
７　口座振替日
（1）  金融機関は、記録媒体をもとに、調定確定月の翌月の５日に振替を行うが、当日が金融機関休業日に当たる場合は、その翌営業日となる。
（2）  前項の振替指定日に振替できない場合は、翌月の５日に振替を行うが、当日が金融機関休業日に当たる場合は、その翌営業日となる。
８　収納
記録媒体の交付を受けた出納金融機関等は、使用者等の指定した預金口座から請求金額を振替指定日に引き落とし、翌営業日までに発注者の指定する口座に振り込む。
（1）  収納整理
各金融機関から返送された記録媒体により、収納消込及びエラー修正を行うこと。
（2）  振替済み通知書の発行
収納金が振替済みとなった場合は、次回の検針日にＨＴにより口座振替済み通知が記載された使用水量のお知らせ票を、郵便受け又は使用者等の指定する場所に投函すること。ただし、領収書の郵送希望者については、口座振替済通知書を作成し、郵送すること。
９　口座振替の取消依頼
記録媒体を引き渡した後振替の取消があった場合は、振替指定日の１営業日前までに口座振替取消依頼書を金融機関に持参し、振替停止すること。
１０　口座振替処理期間の入力
口座データ抽出から消込までの口座振替処理期間中は、支払方法の変更により、２重請求又は未請求の発生とならないよう留意し、必要に応じて納入通知書（督促）発行等処理を行うこと。
１１　口座振替手数料の集計表作成
金融機関へ口座振替及び自動払込手数料を支払うため、振替件数の集計を行い、各金融機関の内訳書を作成すること。
１２　金融機関統廃合に伴う入力および処理
金融機関及び金融機関の支店等統廃合があったときは、必要に応じてコードの変更および口座情報の変更入力等処理を行うこと。

第3節 滞納整理業務
（滞納整理業務の内容）
第３５条　滞納整理業務とは、料金等を納付期限までに納入しない請求先に対し、期限を定めて督促し、これを徴収するまでの一連の事務をいう。
２　納入通知書（督促）
当該期の料金等を納入しない使用者等に対しては、改めて納期限を定めて納入通知書（督促）を送付すること。
（1）  納入通知書（督促）の送付
1 　納入通知書（督促）をデータ抽出・作成し、請求先宛てに送付すること。
2 　納入通知書（督促）が使用者等に届かなかった場合は、現地調査等を行い、解消に努めること。
（2）  納入通知書（督促）の保留
次に掲げるものについては、送付を保留し、別に管理すること。
1 　漏水又は誤請求等により更正したもの
2 　異議申立てにより調査中のもの
3 　特別に支払いの約束があるもので発注者が認めたもの
4 　請求先住所の居住者が支払者から変更になったもの
5 　その他の理由で送付の保留が必要と認められるもの
３　停水予告通知書
（1）  未納件数が３期分以上となる使用者等に対しては、納期限を停水実施日前週最後の営業日とした給水停水予告通知書と納入通知書（連帳督促）を作成して指定の封筒に同封（以下「停水予告通知書」という。）し、郵送すること。
（2）  停水予告通知書が使用者等に届かなかった場合は、現地調査等を行い、解消に努めること。
４　停水予告通知書の保留事項
次に掲げる事項に該当するものは、停水予告通知書及び督促状（連帳）の送付を保留すること。
（1）  異議申し立てにより調査中のもの
（2）  特別に支払いの約束があるもので発注者が認めたもの
（3）  その他の理由で送付の保留が必要と認められるもの
５　給水停止
（1）  給水停止の対象となるもの
給水停止は、水道法（昭和３２年６月１５日法律第１７７号）第１５条第３項及び下松市水道事業及び簡易水道事業給水条例第３５条の規定により、次の事項に掲げる事項に該当する使用者について執行すること。
1 　停水予告通知書の納期限を経ても支払い、又は支払期限延期の承認がなされていない使用者
2 　その他管理者が給水停止の執行を必要と認めた使用者
（2）  停水の執行にあたり保留する事項
　停水対象となる使用者については、次に掲げることについて確認し、停水執行がやむを得ないと認めたものに対して執行すること。
1 　停水予告通知書が確実に使用者に届いていること。
2 　停水執行をしようとする際は、事前に停水執行伺を作成し、発注者の承認を得ること。また、承認を得た停水対象者のリストを浄水場にＦＡＸで送信すること。
（3）  停水の執行
1 　メーター番号と使用者番号で、当該使用者であることを確認したうえで執行すること。
2 　停水を執行したときは、停水執行通知書を配布又は投函すること。
3 　停水を執行したときは、停水回議書を作成して発注者に報告すること。
4 　停水執行予定であったが、諸事情のため停水できなかった使用者については、停水回議書に理由を記入して報告するとともに、料金システムにもその旨の入力をしておくこと。
(1) 使用者等が支払期限の延期を申し出てこれを承認したもの
(2) 子供や高齢者等、支払者以外の在宅があり猶予したもの
(3) 止水不良やメーターが屋内にある等物理的事情で停水できなかったもの
(4) 停水執行時に料金が納入済であることが確認できたもの
(5) その他、管理者が停水執行猶予を必要と認めたもの
5 　停水日に停水が解除されなかったものについて、業務終了時に浄水場への連絡を行うこと。
6 　停水日は営業時間を午後８時まで延長して対応すること。
（4）  停水解除等後処理
1 　解除条件
未納料金を納入したもの、又は支払期限の延長を申し出てこれを承認したもの
2 　解除作業
(1) 停水解除時は開栓後にメーターのパイロットの停止を確認すること。
(2) 解除した場合は料金調定システムに停水解除入力をすること。
3   停水猶予者への対応
　停水対象であったが停水を猶予した対象者については、早急に対象未納料金の徴収に努めること。
4 　無断開栓等への対応
　停水執行後、解除されないままの使用者については再度調査すること。停水時のメーター指針から変化がみられる場合は、無断で開栓しているか、あるいは止水が不完全であることが考えられるので、その旨を発注者に報告するとともに所有者又は管理者に連絡し、止水栓の修理を行うこと。無断開栓の場合は、次回より停水キャップを用いる等対策を講ずること。
６　長期滞納者への対応
停水対象期以前の長期に亘って未納がある使用者に対しては、早期に料金を完納させるよう努めること。
７　停水不能者の対応
宅内メーター等で停水が困難な滞納者（市外転居者を含む。）については、請求の強化に努め、それでも支払いがない場合は、発注者に報告し対策を協議すること。
８　誓約書等の受理
（1）  誓約書等を受理した場合は、その旨を料金システムに入力して保管すること。
（2）  誓約書等はまとめて保管し、発注者からの提示依頼があれば直ちに閲覧することができるものとすること。
（3）  誓約書等の内容は常に見直しを行い、未納料金の解消に努めること。
９　料金の徴収
　　現地集金は、必要に応じて適切に行うこと。
１０　徴収停止の対象者
（1）  無届転居は、建物の所有者・管理会社及び近所で転出先を調査し、なお不明なものについては発注者に報告すること。
（2）  会社が解散あるいは倒産し、事業の再開・再建の見込みが全くなく、差し押さえる財産の価値が滞納料金に満たない滞納者は、発注者に報告すること。
（3）  使用者死亡により、身内等の調査を行っても請求先が判明しない場合は、発注者に報告すること。

第4節 窓口業務
（窓口業務の内容）
第３６条　窓口業務は、料金等の収納を取り扱う重要な業務であることを認識し、市民サービスの向上を念頭に置き、次のことに心掛けなければならない。
（1）  身だしなみに気を付けること。
（2）  接客態度や言葉遣いに気を付けること。
（3）  現金等の取り扱いは正確に能率よく行うこと。
（4）  他の業務中であってもお客様対応を極力優先すること。
２　窓口入金に対する対応
（1）  窓口で収納した現金及び納入通知書の控えは、所定の場所で市金庫入金まで管理すること。
（2）  前営業日の市金庫入金から当日の市金庫入金までに、上下水道局で支払いがあったものを一覧表に記入し、日付順にまとめて保管すること。
（3）  下水道事業受益者負担金、分担金及び手数料の収納を行うこと。また、下水道事業受益者負担金の納期限が経過したもの等については、発注者に確認してから収納すること。
３　メーターの払出し
（1）  新設工事によるメーターの払出し
1 　下松市指定給水装置工事事業者（以下「指定業者」という。）等を通じて、新規メーター払出しの申請を受けたときは、量水器払出票の提出と引換えにメーターの払出しを行う。この時、量水器払出票に、払出メーターに関する事項を記入して保管すること。
2 　量水器払出票をもとに料金システムに入力すること。
（2）  口径変更によるメーターの払出し
1 　指定業者を通じて口径変更によるメーター払出しの申請を受けたときは、量水器払出票の必要事項を確認後、引換えにメーターの払出しを行う。この時、量水器払出票に、払出メーターに関する事項を記入して保管すること。
2 　指定業者からメーターの返却を受けたときは、返却メーターの指針を確認し、料金システムに入力すること。
3 　量水器払出票をもとに料金システムに入力すること。
４　メーターの返却
指定業者等からメーターの返却を受けたときは、返却メーターの指針を確認し、料金システムに入力すること。
５　給水開始
（1）  電話、来局による届出の場合は、必要事項を確認後、料金システムに開栓予約入力をすること。この時、料金の支払方法を確認し、口座振替の手続き方法を伝えること。
（2）  給水装置開栓届を出力して開栓予定日ごとに管理し、担当者に引き継ぐこと。なお、当日に開栓の必要なものは早急に対応すること。
（3）  開栓件数を取りまとめ、件数を集計すること。
６　給水中止
（1）  電話、来局による届出の場合は、必要事項を確認後、料金システムに閉栓予約入力をすること。この時、精算料金の支払方法を確認すること。
（2）  給水装置閉栓届を出力して閉栓予定日ごとに管理し、担当者に引き継ぐこと。なお、当日の閉栓で集金が必要なものは早急に対応すること。
（3）  閉栓件数を取りまとめ、件数を集計すること。
７　名義変更等
名義変更等の登録状況の変更は、変更事項を確認後、料金システムの登録情報を変更すること。その際に支払方法についても確認をすること。
８　市内転居
市内転居による開栓及び閉栓の受付時は、口座納付であるかを確認し、要望があればその口座を引き継ぐこと。尚、口座継続は料金システムへの入力と紙ベースによる記録、保管を行うこと。また、市内転居者の滞納者の有無を確認し、滞納者の場合は料金システムで市内転居の処理を行い、前住所の滞納データを引き継ぐこと。
９　メーター撤去依頼
メーター撤去の依頼を受けたときは、撤去するメーターの水栓番号、撤去依頼日及び依頼者の連絡先等を確認し、撤去すること。
１０　メール等による届出・問い合わせ
メール・下松市ホームページによる届出・問い合わせは、発注者が確認し、受託者に連絡する。受託者は必要事項を確認後、料金システムに入力する等の対応を行い、発注者に報告すること。
１１　証明書
各種証明書の交付は、証明書交付申請書により本人確認のコピーを添付して発注者に報告し、承認の上で交付すること。マイナンバーカードによる本人確認の場合は、その場で発注者に引継ぐこと。
１２　その他
（1）  料金等の収受の釣銭を準備すること。
（2）  料金センターにかかった電話又は来客で他部署への用件のものは、電話転送又は案内によって担当部署に引き継ぐこと。

第5節 開始及び中止精算業務
（開始及び精算業務の内容）
第３７条　開始及び中止精算業務とは、使用者等からの使用開始の届出に基づく止水栓の開栓作業、使用中止の届出に基づく止水栓の閉栓作業及び閉栓作業時にメーターを検針し、前回検針日から使用中止までの間の使用水量を計量して清算金を算定し、現地徴収又は納入通知書の送付、口座振替手続きによりこれを収納する事務をいう。
２　開栓及び閉栓
止水栓による開閉栓は、第一止水栓又はメーター止水栓により行う。作業時はメーターパイロットの回転を確認し、漏水又は止水不良等の発見に努めること。また、状況に応じて使用者等への状況通知及び作業の調整を行うこと。
３　精算算出
中止受付時に、使用者等に請求先、支払方法等を確認して、給水装置閉栓届を出力しておき、次の通り処理すること。
（1）  給水装置閉栓届により、現地にてメーター番号、氏名、部屋番号等を照合確認すること。
（2）  中止月日におけるメーター指示数から前回検針日のメーター指示数を差引き、精算水量を算定すること。なお、前回検針日後にメーター取替えがあった場合は、旧メーターの引上指示を確認し、新旧メーターの計量水量を合算して算定すること。
（3）  精算額は、精算水量及び使用期間に基づき算定すること。
（4）  精算の方法
1 　納付書送付・・・・・精算水量確定後、納付書を発行し、精算金を徴収すること。
2 　口座振替・・・・・口座振替日に、清算金を引き落とすこと。
3 　現地精算・・・・・国外への出国等により精算分の支払いが見込めない場合は精算分の納付書に基づき、現地にて受領すること。
４　新規水栓登録
（1）  新規水栓に関するもの、メーター払出しを行ったものについて、メーター払出票又は給水装置工事申込書兼施工承認願、給水装置工事竣工届等により料金システムに水栓情報を入力すること。また、必要に応じて調査及び確認を行い、入力情報を正確なものとすること。
（2）  集合住宅等の新規水栓の情報登録は、原則として入居者の開始届までに入力すること。また、共用部及び親メーターの請求先について必要に応じて建物の所有者、管理会社等への調査を行うこと。
（3）  下水道については排水設備等工事完了届兼下水道使用開始届等に基づいて情報の入力を行うこと。
５　下水道の用途変更等に伴う処理
（1）  電話等による届出、給水装置工事申込書兼施工承認願及び給水装置工事竣工届等により井戸切替（井戸から水道使用への変更等）の申請については、従前の状況を調査し、発注者に確認後、閉栓又は下水道用途の変更等処理を行うこと。
（2）  下水道使用人数変更の届出があったときは、発注者に確認後、変更処理を行うこと。

第６節　メーター管理業務
（メーター管理業務の内容）
第３８条　メーター管理業務とは、メーターの納品等の発注業務、貯蔵品及び設置メーターを、料金システム及びメーター管理システムを用いて管理する業務、メーターの検定満期管理及び検定満期取替業務、メーター設置、撤去、取替及び付随する修理工事等を行う業務である。
２　メーター納品等発注業務
　　メーターの在庫等を考慮し、発注者が指定する業者に対してメーターの納品及び引取の発注を行うこと。また、発注する前に発注者の確認を受けること。
３　在庫確認業務
原則、業務始業時に口径別に入出庫に伴うメーターの在庫数を確認すること。また、年度末・月末に項目別の入出庫数と在庫数等を集計すること。
４　メーターの管理業務
メーターの入庫、払出、設置、撤去、取替及び返却等に伴い、料金システム、メーター管理システム及び帳票等を用いて管理すること。また、検針等において判明した紛失メーターについても、可能な限り調査すること。
５　窓口保管メーターの確認・補充業務
窓口で保管しているメーターの在庫確認及び補充を行うこと。
６　検定満期取替業務
検定満期メーターは、φ１３～４０㎜のメーターは検定後７年、φ５０㎜以上のメーターは検定満期月に取替すること。取替案内による事前通知を行い、必要に応じて日程調整を行うこと。検定満期取替は、事前に専用ＨＴへ対象データを抽出しておき、取替作業完了後に取替指針等データを入力、専用ＨＴから出力される取替報告書等により、使用者等に取替完了の通知をすること。
７　自己所有メーターの上下水道局検針に係る業務
上下水道局が検針を行っている自己所有メーターについては、検定満期案内を管理業者等宛に送付して検定満期までにメーター取替をさせること。検定満期案内は検定満期前年度に送付し、検定満期前に再度電話連絡を行うこと。また、メーター不具合等により検針が正常に行えなくなった場合は、管理業者等に連絡して不具合の修理等をさせること。なお、メーター取替により計量水量に漏れ等が生じないようにすること。
８　メーター設置業務
開始申込時に現地にメーターを設置する必要があるときは、開栓日までにメーターを設置し、漏水確認を行うこと。
９　メーター撤去業務
次の場合にはメーターを撤去し、メーターの紛失及び空家漏水等を未然に防止すること。（1）（2）の撤去は、可能な限り所有者の了承を得てから実施すること。撤去後は量水器撤去報告書を作成し保管すること。
（1）  閉栓後、一定の期間を経過しても使用開始の見込みがないもの
（2）  家屋の解体等により使用開始の見込みのないもの
（3）  所有者等からの撤去依頼によるもので閉栓中のもの
（4）  その他、撤去が必要であると発注者が認めたもの
１０　メーター取替業務
メーター不具合等の理由によりメーター取替が必要になった場合、決裁用資料を作成して発注者に提出し、メーター取替を行うこと。
１１　メーター管理に付随する修理工事等業務
メーター設置、撤去及び取替等で必要となる止水不良及び漏水修理等（以下「付随工事」という。）については、使用者等の必要な承認を得た後、下松市給水装置工事標準仕様書に準じて施工すること。
１２　メーター設置、撤去、取替（検定満期取替を除く）及び付随工事費の支払
毎月、受注者は発注者へメーター関連施工報告書及び修理報告書（以下「修理報告書等」という。）を提出すること。施工費用は、修理報告書等をもとに発注者が算出した金額とし、提出又は施工元の下松市指定給水装置工事事業者に支払うものとする。
１３　下松市指定給水装置工事事業者の指定
メーター設置、撤去、取替業務及び付随工事等の給水装置工事は下松市指定給水装置工事事業者の指定を受けた事業者が行うこと。なお、指定の取消又は停止となった場合、他の下松市指定給水装置工事事業者を早急に手配する等、業務に支障が無いようにすること。

第７節　統計等業務
（統計等業務の内容）
第３９条　月次及び年次等で定例の集計及び統計資料を作成し指定期日までに発注者に提出すること。
（1）  月次で、地区別水量統計表、精算調定表、年度期別収納状況表、収納月計表、新規開栓リスト、用途別統計表、口径別統計表、納付区分別統計表、収入調書、過年度未収金収納状況表等を作成し提出すること。
（2）  年次で年度期末統計、不納欠損予定者一覧等を作成し、発注者に提出すること。また、事業年報統計及び決算・予算用の統計資料等を作成し、発注者にＣＳＶ形式で提出すること。
（3）  データに差異等があった場合は、原因を調査究明し、発注者に報告すること。
（4）  発注者が定例外で依頼したデータの出力、集計作業等についても迅速に対応し、提出すること。
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